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              仕 様 書 
１ 件  名 

令和４年度広報はだの作成委託業務（単価契約）（長期継続契約） 

 

２ 業務の内容 

委託業務の内容は、「広報はだの」の発行に伴う次の業務とする。 

 (1) 市が指定する紙面のデザイン及びレイアウト編集、図表やイラストの作成、刷り色

等の地紋指定、下版作成 

(2) 市が必要とする部数の印刷 

(3) 各号ごとに、市が指定する部数への区分けと配送業者・配送場所への納品 

(4) ホームページ用ＰＤＦデータ、テキストデータ、電子書籍用データの作成 

 

３ 規  格 

タブロイド版。２頁、６頁、８頁、10頁、12頁 

 

４ 発行時期と部数 

 (1) 広報はだの 

   令和４年７月15日号から令和７年７月１日号まで、69回(毎月１日と15日、１月は

１日号のみ)と臨時広報3回の発行を予定。１回当たり56,200部(契約支払分は56,000

部 見本無償分200部)。 

 (2) １回当たりの発行部数 

予定数量のため、多少の増減がある。発行のパターンと回数は概ね以下を予定して

いるが、編集の都合によりページ立てや色遣いが変わることがある。各号のページ立

てや色遣いは、概ね発行日の１カ月前までに決定する。 

  ◇２頁：全ページ２色・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  3回 

  ◇６頁：１・６ページが４色、その他のページが２色・・・・・・・・・  6回 

◇６頁：１・３・４・６ページが４色、その他のページが２色・・・・・ 24回 

  ◇８頁：全ページ４色・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3回 

   ◇10頁：全ページ４色・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33回 

  ◇12頁：全ページ４色・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  3回 

 

５ 紙  質 

現行の用紙（微塗工 マットコート紙 Ｄ巻 ５３．５㎏）または同等品。 

現行の用紙と発色及び色乗りが遜色なく、紙質、厚さ等に著しい変化が生じない用紙

であれば、この限りではない。 

  なお、短期間で用紙の変更が生じることのないよう努めるとともに、実際に納入を予

定する用紙の規格を内訳書に明示すること。 

 

６ イ ン ク 
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植物油系インク 

 

７ 印刷方法 

オフセット印刷（カラー写真、モノクロ写真、イラスト書き文字などを含む） 

 

８ 使用する文字、地紋、ケイ線など 

本文基本文字は、ＵＤ明朝（または同系の字体）１４Ｑ２０Ｈ送り１行１６字取り。

１ページの段数は６段とする。お知らせ面は、ＵＤ新ゴ（または同系の字体）１４Ｑ 

２１．５Ｈ送り１６文字取りで、１ページの段数は４段とする。原則としてユニバーサ

ルデザインフォントを使用すること。 

また、見出し、小見出し、リードをはじめ、別枠記事などについては、紙面に変化を

付けるため、基本文字以外の組み方（横組みにしたり、１行の文字数を変えたりす

る）、大きさや書体の異なる文字などを多数使用する。 

  以下にその印刷条件などを示す。 

 (1) 地紋、ケイ線、記号 多数の地紋やケイ線が使えること。 

 (2) 色遣い 各色のアミ点が、０～100％まで10％刻み以上の細かい階調濃度で印刷が

可能なこと。また、スムーズなグラデーション技法が可能なこと。 

  ア ４色面 原則として、１日号の全ページと15日号の１・４面は、藍(Ｃ)、紅

(Ｍ)、黄(Ｙ)、黒(ＢＬ)の４原色を組み合わせ、多彩な印刷が可能なこと 

  イ ２色面 原則として、15日号の２・３面は、特色(グリーン系)と黒色（ＢＬ）の

２色の組み合わせにより印刷を行うものとする。 

 

９ 作業工程 

 発行日（１日または１５日）を基準に、おおむね次の日程で編集を進める（いずれも

土・日、祝日の日数を除く）。なお、データによる原稿等の受け渡しは、原則インター

ネットを利用したデータ転送により行うものとし、オンラインでのデータ受け渡しがで

きる環境を整えること。 

(1) 出稿①（１８日前） 原則として午後５時以降に市役所内で行う。出稿はお知らせ

面（毎号２ページ分）とし、紙原稿を渡すとともに、別途原稿データをオンライン入

稿する。なお、お知らせ面については、市が別に指示する編集マニュアルに基づき、

市が引き渡す元原稿から広報原稿を作成したうえで、割り付け等の編集に係る全行程

を行うものとする。 

 (2) 出稿②（１３日前） 原則として出稿①の５日後、午後５時以降に市役所内で行

う。お知らせ面以外の出稿とし、この日に渡すものは、紙原稿や掲載する原稿文字の

大きさや種類、ケイ線の種類などを指定したレイアウト用紙とする。原稿データや写

真は、オンラインで入稿する。また、印刷会社が用意する専門のデザイナーやイラス

トレーターへ、イラスト、表、グラフ、地図、レイアウトや字種、色などを指示す

る。 

   また、カット、表、グラフ、地図などの修正により、印刷会社が用意する専門のデ

ザイナーやイラストレーターなどのリライトが必要になる。なお、デザイナーやイラ
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ストレーターが作成し、広報紙に掲載したイラストなどの著作権は市に帰属するもの

とする。 

 (3) 初  校（１１日前） 原則として出稿日の翌々日に初校を行う。当日午前９時ま

でにＰＤＦデータを広報広聴課宛てに送付し、初校ゲラ各ページ10部ずつ印刷したも

のを市の指定する場所へ持参すること。なお、修正後の戻しは、当日中に広報広聴課

からＰＤＦデータを送付するものとする。 

   また、完全原稿での出稿を原則とするものの、初校時での記事の増減、変更、それ

に伴うレイアウトなどを変更する場合がある。 

 (4) ２  校（９日前） 原則として初校日の翌々日に２校を行う。初校修正後のＰＤ

Ｆデータを当日午前９時までにＰＤＦデータで送ること。修正後の戻しは、広報広聴

課からＰＤＦデータを送付する。これを受け、出張校正時には３校紙として用意する

こと。 

 (5) 出張校正（８日前） 原則として２校を確認した翌日に出張校正を行う。２～４人

の市職員が印刷会社に出向き、３校から校了(概ね８校)までの文字校正などを行う。

校正は原則として午前９時から開始できるようにすること。 

   正確、迅速な校正作業ができるような校正環境（市職員が集中できる静かな校正室

をはじめ、電話やＦＡＸ、Ｅメール、インターネットなどが利用でき、コピー機、色

鉛筆や定規など校正に必要な事務用品を備えること）とともに、本市の編集規則を把

握した、版下を作成する専任の担当員、２名以上のオペレーターを配置すること。 

また校正室は、校正時間を十分に確保するため、秦野市役所から電車等の公共交通

機関を利用し、おおむね１時間半以内に到着できる場所とする。公共交通機関等の時

刻表を参考に、平日午前９時到着とした市役所から校正室までの経路及び時間を算出

し、提出すること。 

   なお、３校以降にも、記事の増減、変更、それに伴うレイアウトの変更などが発生

することがあるが、遅滞ない対応を依頼する。 

   校了時には、15部を市へ提供すること。 

 (6) 印  刷 出張校正後に、色、文字、写真などに変更を加えた場合は、修正後の状

態が分かるものを市へ提出する(ＦＡＸでも可)こと。 

   印刷は必ず市が修正を確認した後に行うこと。 

（7） データ納品（６～４日前） １日号は発行日の６日前の正午までに、１５日号は発

行日の４日前の正午までに、ＰＤＦとテキストデータを納品すること。 

(8) 納  品（２日前） 発行日の２日前の正午までに、下記の新聞店、公共施設など

に、納品すること。納入順序は市役所を最優先とし、見本分は市役所に納品するこ

と。 

   なお、場所や部数について増減等の変更があった場合には、その指示に従うこと。 

   納品予定場所と部数は次のとおり。 

  ア 市役所                       ５，９１５ 

イ メタックス体育館はだの（総合体育館）         ２２０ 

ウ 図書館                        ２００ 
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エ クアーズテック秦野カルチャーホール（文化会館）    １００ 

オ 保健福祉センター                   １５０ 

カ 本町公民館                      ３００ 

キ 一般新聞店(8店：市内7店・平塚市１店)      ４２，４９０ 

  ク その他の新聞店(４店：市内３店・伊勢原市１店)   １,４８５ 

  ケ 秦野駅連絡所(ポレスター秦野駅前３階)         １００ 

  コ 渋沢駅連絡所(小田急渋沢駅舎内２階)          ２００ 

  サ 東海大学前駅連絡所(小田急マルシェ内１階)       １００ 

  シ 鶴巻温泉駅連絡所（エターナル鶴巻１階）         ５０ 

ス 鶴巻温泉駅 (小田急鶴巻温泉駅舎内)           １００ 

  セ 国立療養所神奈川病院(市内)               ５０ 

  ソ 神奈川新聞総合サービス（横浜市中区）       ４，４４０ 

  タ ミアクチーナ秦野曽屋店                １００ 

                         合計 ５６，０００ 

 

１０ 受注者等の要件及び責務 

(1) 受注者は、本業務の遂行に当たっては、秦野市情報セキュリティポリシーを満た 

すこと。 

(2)  受注者は、本業務において知り得た一切の情報を第三者に提供若しくは漏らし、 

又は本業務以外の目的に使用してはならない。契約期間満了後又は契約解除後にお

いても同様とする。 

 


